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毛呂山特別支援学校 キャラクター利用規定 
 
 
１ 利用について 

何人もキャラクターを使用することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は除
く。 

 

・ 学校が関わらない営利目的の利用 

・ 公序良俗に反する目的での利用 

・ 素材のイメージを損なうような攻撃的・差別的・性的・過激な利用 

・ 反社会的勢力や違法行為に関わる利用 

・ 素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売（LINEクリエイターズスタンプ等も含

みます） 

・ その他著作者（毛呂山特別支援学校長）が不適切と判断した場合 

 

２ 利用する際の注意点 
キャラクターを使用する際は、使用例に沿って使用する。 

 

使用例１     使用例２ 

 
 
 
 
 
 
 

毛呂山特支キャラクター「もろにゃん」                 ○C毛呂山特支 

 

３ 著作権 
全ての素材の著作権は、毛呂山特別支援学校長が所有する。 

 

４ その他 
素材を利用することによって発生したトラブルについては一切責任を負いかねます。 


